
※「健康経営®」はＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です

PROGRAM

【第１部】（14:00～15:00）
●協会けんぽ 北海道支部
健康事業所宣言 ～はじめよう『健康経営®』～

●明治安田健康開発財団
「健康経営優良法人」認定取得のポイント・事例紹介

●北海道
-ヘルスケアサービスのマッチング支援について-

【第２部】（15:00～16:00）
●健康経営®座談会
各企業における取組み内容や課題解決のヒントを共有

●ファシリテータ―
協会けんぽ 北海道支部
明治安田健康開発財団 他

※明治安田生命は北海道および全国健康保険協会北海道支部と健康経営の普及促進を図るための連携協定を締結しております

主 催／北海道 ・ 全国健康保険協会 北海道支部 ・ 明治安田生命

参加方法／ ＦＡＸでの申込（裏面）

締め切り／ 2022年12月1日（木）18:00

定 員 ／ 50名（先着順）

参加費 ／ 無料

経営者・人事労務担当におくるセミナー

中堅中小企業の人材戦略 “健康経営”

2022

14:00 - 16:00
（会場：13:30～）

会場：アスティ45 4階
アスティホール

住所：札幌市中央区
北4条西5丁目
アスティ45

参 加 費 無 料 ！

「従業員の満足度の向上」「生産性の向上」など企業が抱える様々な経営課題
の解決策として、いま、“健康経営®”が注目されています。
本セミナーでは、健康経営優良法人の認定取得のポイントや支援内容、事例等の
紹介に加えて、ファシリテーターの進行により座談会を行います。ご担当者様のお悩
みや、すぐに実践できる取組等を参加企業さまで共有し、健康経営の推進を後押
しいたします。

「従業員の満足度の向上」「生産性の向上」など企業が抱える様々な経営課題
の解決策として、いま、“健康経営®”が注目されています。
本セミナーでは、健康経営優良法人の認定取得のポイントや支援内容、事例等の
紹介に加えて、ファシリテーターの進行により座談会を行います。ご担当者様のお悩
みや、すぐに実践できる取組等を参加企業さまで共有し、健康経営の推進を後押
しいたします。



健康経営セミナー参加申込書

必要事項を記入のうえ、FAXもしくは担当者へご提出ください

▶引き続きアンケートにお答えください。講演時の参考とさせていただきます。

お申し込み締め切り：2022年12月1日（木）

お問い合わせ

担当者

明治安田生命保険相互会社
札幌支社 健康経営事務局
〒060-0005
札幌市中央区北5条西６－２ 札幌センタービル6階
TEL：011-241-7206 担当 河島・寺口

明治安田生命札幌支社FAX ０１１－２３２－５２５８

○当社は取得いたしました個人情報を以下の目的で利用させていただきます。
・各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
・子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、
ご契約の維持管理

・当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
なお、当社におけるお客さまに関する情報の取り扱いについては、ホームページ
（https://www.meijiyasuda.co.jp/）をご覧ください。

ア2200710札幌【●●●●】

▶セミナー参加者の情報をご記入ください

○当社は取得いたしましたメールアドレスおよびLINEのIDを、サービス・キャン
ペーン等のメールマガジン・ダイレクトメッセージ等の配信のため利用させてい
ただきますのであらかじめご了承ください。

なお、お客さまが配信の停止をご希望の場合は、速やかに停止いたします。

ふりがな

役職名

ご芳名 様

TEL - - E-mail ＠

貴社名
事業
内容

貴社
所在地

〒 -

TEL - - ／FAX - -

１．現在「健康経営優良法人認定」の取得の取り組みについて教えてください

□取得済み（ 年度） □2023年度 申請中

□取り組みたいが困難（要因： ） □予定なし

２．健康経営の取組の中で、取組が難しい項目を教えてください（最大3項目）

□定期健診受診率(実質100％)

□50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

□適切な働き方実現に向けた取り組み

□私病等に関する両立支援の取り組み

□食生活の改善に向けた取り組み

□女性の健康保持・増進に向けた取り組み

□メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

□喫煙率低下に向けた取り組み

3．当セミナーで講師に聞いてみたいことはございますか？
※講演時間に限りがあるため、いただいたご要望にお応えできない場合がございます。ご了承ください。

□受診勧奨の取り組み

□管理職又は従業員に対する教育機会の設定

□コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み

□保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

□運動機会の増進に向けた取り組み

□長時間労働者への対応に関する取り組み

□感染症予防に関する取り組み


